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 該当箇所 質問 回答 

１ 

仕様書 P2 

５委託内容 

エ 開催内容の企画 

（ウ）個別相談 

個別相談を受ける社数の想

定や、１社あたりの相談時

間、全体の時間（何時間程

度）は。 

提案者において自由にご提案い

ただければ幸いですが、県で

は、企業セミナー開催直後にそ

のまま相談を受ける場合、企業

２社（１社あたり 30分）で、

合計１時間程度を想定しており

ます。 

2 

仕様書 P2 

５委託内容 

オ 講義用テキストの 

作成 

映写するパワーポイントを

プリントアウトしたもので

支障ないか。 

支障ありません。 

3 

仕様書 P2 

５委託内容 

カ 当日運営 

合同説明会の全体の想定時

間数と、面談１人当たりの

想定時間数は。 

開催時間は３時間程度、1人あ

たりの面談時間は 15～20分程

度を想定しています。 

4 

仕様書 P2 

５委託内容 

キ 雇用状況報告 

 

開催後の雇用状況の調査方

法ですが、過去愛知県で同

様のことを行った具体的な

手順、方法は。 

セミナーや合同企業説明会開催

日に、参加企業に対して「雇用

状況報告書」を手渡し、1か月

後にご提出いただきました。 

5 

仕様書 P1,2 

５ 委託内容 

（１）企業向け高年齢者 

雇用セミナーの開催  

イ 会場及び講師の手配 

（２）高年齢者向け合同 

企業説明会の開催 

 ア開催地域及び時期 

三河地区の会場予約は３か

月前が多いと思われます

が、県や労働局の協力を得

て３か月超前のからの予約

は可能か。 

会場確保も提案内容に含まれる

ため、契約開始前に県や労働局

において会場予約は行いませ

ん。 

ただし、契約開始後に受託者か

らの依頼に基づき、県から関係

機関や施設に会場確保を働きか

けることは可能です。 

6 

募集要項 P3 

７ 参加手続等 

（５）企画提案書の受付  

イ 提出書類 

「(カ) 公共職業安定所に報

告した『公正採用選考人権

啓発推進員選任状況報告

書』の写し」を、公正採用

選考人権啓発推進員設置確

認書で代用することはでき

るか。 

代用不可です。 



7 

募集要項 P1 

６ 応募資格 

（３）履行実績 

高年齢者の就労支援の履行

実績とは、高年齢者に特化

したものでなくてはならな

いか。 

幅広い年齢層に対して行った支

援において、その実績に高年齢

者が含まれていれば、それをも

って高年齢者支援の実績がある

として差し支えありません。 

8 

募集要項 P4 

（２）選定委員会につい

て 

企画選定委員会に参加でき

ない場合はどうなるか。 

選定委員会委員長の判断により

書類審査となる場合がありま

す。 

9 

仕様書 P3 

５委託内容 

（２）高年齢者向け合同 

企業説明会の開催 

 エ 求人情報誌の作成 

求人冊子のフォーマットは

あるか。レイアウトも受託

者において考えるのか。 

ハローワークの求人票をまとめ

てホチキス止めしたもので差し

支えない。 

10 

 

－ 

昨年度の実績は。 昨年度は類似事業として就職相

談会を 6回実施しましたが、実

績は参加者 306名、参加企業 70

社でした。 

 


